
- 36 - 

【参考資料】 

○ 県民の生活環境の保全等に関する条例の逐条解説（化学物質関係抜粋） 

 

第８節 化学物質の適正な管理 

 

（化学物質適正管理指針の策定等） 

第６７条 知事は、化学物質（元素及び化合物（それぞれ放射性物質を除く。）をい

う。以下同じ。）を業として取り扱う者が化学物質を適正に管理するために講ずべ

き措置に関する指針（以下「化学物質適正管理指針」という。）を定めるものとす

る。 

２ 第３８条第２項の規定は、化学物質適正管理指針を定め、又は変更した場合につい

て準用する。 

３ 化学物質を業として取り扱う者は、化学物質適正管理指針に留意して、化学物質の

製造、使用その他の取扱い等に係る管理を適正に行うよう努めなければならない。 

（趣旨） 

 化学物質には、有害性の程度に違いがあるものの、有害なおそれがあるものが多くあ

ることから、そのような化学物質による環境の保全上の支障を未然に防止する必要性が

ある。 

  このため、化学物質の製造、使用等の取扱いに当たって、有害性のある化学物質の環

境への排出を抑制する観点から、化学物質を取り扱う事業所において化学物質の適正な

管理を効果的に実施していくことができるよう、知事が化学物質適正管理指針を策定す

ることとしたものである。 

   本条は、化学物質を業として取り扱う事業者は、営む業種や規模にかかわらず、化学

物質の製造、使用等の取扱いに当たって、化学物質適正管理指針に従ってその適正な管

理に努める義務があることを規定したものである。 

（解説） 

（１）「化学物質を業として取り扱う者」とは、事業活動において、化学物質を製造、使

用等をする過程において、取り扱う事業者をいう。 

（２）「化学物質を適正に管理する」とは、有害性のある化学物質の環境へ排出を抑制す

るため、その化学物質の取扱施設の適正な保守管理及び排出抑制措置、より有害性の

小さい化学物質への転換、化学物質の排出を伴う事故の未然防止、事故により排出さ

れた有害な化学物質の排出拡大防止等をいう。 

（３）愛知県化学物質適正管理指針については、平成１５年８月２２日の愛知県公報に愛

知県告示第６６４号として登載し、同年１０月１日に施行した。 
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（特定化学物質の取扱量の把握等） 

第６８条 特定化学物質等（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律（平成１１年法律第８６号）第２条第５項第１号に規定する第

一種指定化学物質等をいう。以下同じ。）を業として取り扱う者で規則で定める事

業所（以下「特定化学物質等取扱事業所」という。）を有していることその他規則で

定める要件に該当するもの（以下「特定化学物質等取扱事業者」という。)は、その

事業活動に伴う特定化学物質（同条第２項に規定する第一種指定化学物質をいう。

以下同じ。）の取扱量を、規則で定めるところにより、特定化学物質及び特定化学

物質等取扱事業所ごとに把握しなければならない。 

２ 特定化学物質等取扱事業者は、規則で定めるところにより、特定化学物質及び特

定化学物質等取扱事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の特

定化学物質の取扱量に関し規則で定める事項を知事に届け出なければならない。 

 

 規 則 

（特定化学物質の取扱量の把握等） 

第７７条  条例第６８条第１項の規則で定める事業所は、特定化学物質の環境への排

出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令（平成１２年政令第１３８

号）第３条各号に掲げる業種に属する事業を営むもので、同令第４条第１号イ又はロ

のいずれかに該当するものとする。 

２ 条例第６８条第１項の規則で定める要件は、常時使用する従業員の数が２１人以上

であることとする。 

３ 条例第６８条第１項に規定する特定化学物質の取扱量の把握は、化学物質適正管理

指針に従い行わなければならない。 

４ 条例第６８条第２項の規定による届出は、毎年度６月３０日までに、特定化学物質

取扱量届出書（様式第４６）によってしなければならない。 

５  条例第６８条第２項の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

 二 特定化学物質等取扱事業所の名称及び所在地 

 三 特定化学物質等取扱事業所において常時使用される従業員の数 

 四 特定化学物質等取扱事業所において行われる事業が属する業種 

 五 条例第６８条第１項の規定により取扱量を把握した特定化学物質の名称ごとの

取扱量 

（趣旨） 

 化学物質の適正な管理を推進するに当たり、どのような化学物質をどれだけの量取り

扱っているかの情報は、管理の基本となる情報であり、事業者は取扱量のうちの一部又

は全部が環境に排出される可能性があることを認識して適正な管理をする必要がある。 

 また、県としても事業者が行う化学物質の適正な管理の促進を支援するため、取扱量

などの情報を活用し事業者に提供する必要がある。 

 このため、事業者が取扱量を把握し、それを届出することを規定するものである。 

 なお、この届出の趣旨は、取扱量に係る化学物質の種類や数量を制限するものではな

い。 
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（解説） 

（１）「特定化学物質等」とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律（化管法）（平成１１年法律第８６号）第２条第５項第１号に規

定する第一種指定化学物質等で、具体的には、第一種指定化学物質及び第一種指定化

学物質を含有する製品を指し、製品とは、製品中に含まれる第一種指定化学物質の割

合や製品の形状等の要件を満たすものである。 

（２）「特定化学物質等取扱事業所」とは、規則で定める事業所としており、規則には、

対象業種を営むこと及び一定量以上の特定化学物質の取扱量があることを規定するこ

ととしている。 

（３）「特定化学物質等取扱事業者」とは、特定化学物質等取扱事業所を有し、規則で定

める要件に該当する事業者としており、規則には、常時使用する従業員の数が２１人

以上であるものを規定することとしている。 

（４）「特定化学物質及び特定化学物質等取扱事業所ごとに」とは、取扱量の把握は、そ

れぞれの特定化学物質等取扱事業所別に、それぞれの特定化学物質ごとに把握する

ことを意味する。 

（５）「毎年度、前項の規定により把握される前年度の特定化学物質の取扱量」とは、届

出の対象となるのは、前年度１年間の把握結果である。 

 

（特定化学物質等管理書の作成等） 

第６９条 特定化学物質等取扱事業所で規則で定めるもの（以下この節において「特

定事業所」という。）を有している特定化学物質等取扱事業者（以下この節におい

て「特定事業者」という。）は、特定事業所ごとに、化学物質適正管理指針に従

い、特定化学物質等を適正に管理するために講ずる措置を定め、当該措置を記載し

た書面（以下「特定化学物質等管理書」という。）を作成しなければならない。 

２ 特定事業者は、特定化学物質等管理書を作成し、又は変更したときは、規則で定

めるところにより、これを知事に提出しなければならない。 

  

 規 則 

（特定事業所等） 

第７８条 条例第６９条第１項の規則で定める特定化学物質等取扱事業所は、当該特定

化学物質等取扱事業所において常時使用する従業員の数が２１人以上であるものと

する。 

２ 条例第６９条第２項の規定による特定化学物質等管理書の提出は、特定化学物質等

管理書作成については特定化学物質等を取り扱う者が特定事業者に該当することと

なった日から起算して６月以内に、特定化学物質等管理書の変更については変更後速

やかに、特定化学物質等管理書作成（変更）提出書（様式第４７）によってしなけれ

ばならない。 

（趣旨） 

 化学物質の自主的な適正管理を効果的に行うには、化学物質の管理の体制、管理計画、

管理方法等についてあらかじめ検討し取りまとめ、事業所内の関係者がそれぞれの役割

を的確に実施していくことが必要であるため、個々の事業所の実情に応じ、それを書面
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として作成し、知事への提出を規定するものである。 

 なお、化学物質の新しい管理技術などはこれから開発し導入されていくものであるこ

とから、管理方法などを見直し、特定化学物質等管理書を変更した場合も提出すること

とした。 

 この制度により提出された情報については、化学物質の適正管理を促進するための情

報として活用していくこととしている。また、記載された内容は、自主的な適正管理で

あり、方法、導入技術等管理書の内容について強制し、又は制限するものではない。 

（解説） 

（１）「特定事業所」とは、特定化学物質等管理書の作成を義務付ける事業所で、特定化

学物質等取扱事業所のうちで規則で定めるものとし、規則では、常時使用する従業員

の数が２１人以上であるものを規定している。 

（２）「特定事業者」とは、特定化学物質等取扱事業者のうちで特定事業所を有する者で

ある。 

（３）「特定化学物質等管理書」とは、特定化学物質等を適正に管理するため、当該事業

所の実情に応じた措置として、化学物質適正管理指針に従いその内容を記載した書面

である。 

 

（特定事業所における事故時の措置） 

第７０条 特定事業者は、当該特定事業所において、その施設の破損その他の事故が

発生し、特定化学物質が当該特定事業所から大気中若しくは公共用水域に排出され、

又は地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生じ、又は生

ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く特定化学物質の排出又は浸透の防止の

ための応急の措置を講じ、かつ、その事故の状況を知事に通報するとともに、速や

かに、その講じた応急の措置の内容その他の規則で定める事項を知事に届け出なけ

ればならない。 

２ 知事は、特定事業者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者

に対し、同項に規定する応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 知事は、第１項に規定する事故が発生した場合において、事故の再発を防止する

ため必要があると認めるときは、当該特定事業者に対し、必要な措置を講ずべきこ

とを勧告することができる。 

 規 則 

（条例７０条第１項の規則で定める事項） 

第７９条 条例第７０条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 二 特定事業所の名称及び所在地 

 三 発生した事故により大気中若しくは公共用水域に排出され、又は地下に浸透した

特定化学物質の名称 

 四 事故の発生日時 

 五 事故の通報の日時 

 六 事故の発生状況及びその原因の概要 

 七 応急措置及び再発防止ための措置の概要 
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（趣旨） 

 特定化学物質の適正管理の促進の観点から、平常時のほかに事故時についても、特定

化学物質の環境への排出を抑制する必要があり、また、特定化学物質の排出を伴う事故

の拡大や再発の防止のため、事業者による応急措置の実施、知事への通報及び措置報告

を規定したものである。 

 また、事故に伴い特定化学物質の排出がある場合には、迅速に排出防止措置を講じ、

排出拡大を防止する必要がある。そのため応急措置が講じられていないと認められる場

合は、知事が措置を命令することなどを規定したものである。 

 なお、再発防止の観点から必要な措置が講じられていないと認められる場合は、知事

は措置を勧告ができることとした。 

（解説） 

（１）「施設の破損その他の事故」とは、特定化学物質を取り扱う施設について生じた破

損、故障、誤動作、操作ミス等をいう。 

（２）「事故の状況」とは、事業所内及び当該事故に伴う周辺の被害状況や特定化学物質

の排出状況等をいう。 

（３）「応急措置の内容その他規則で定める事項」とは、事故に伴い発生している特定化

学物質の排出防止措置の概要、状況に応じて特定化学物質の回収措置の概要、当該事

故の再発防止措置の概要などである。 

 

 

  



- 41 - 

○ 愛知県化学物質適正管理指針の解説 

 

１ 目的 

  この指針は、県民の生活環境の保全等に関する条例（平成１５年愛知県条例第７

号。以下「条例」という。）第６７条第１項の規定に基づき、化学物質管理指針を定

め、もって化学物質を業として取り扱う者（以下「事業者」という。）による化学物

質の適正な管理に資することを目的とする。 

（解説） 

条例６７条に基づき化学物質を業として取り扱う事業者が、環境保全上の支障を未然

に防止するために、化学物質の適正な管理を行うための必要な方法、措置等について定

めたものである。 

指針の対象は化学物質を業として取り扱う者全てとしており、「化学物質を業として取

り扱う者」とは、事業活動において、化学物質を製造、使用等をする過程において、取

り扱う事業者をいう。また、「化学物質を適正に管理する」とは、有害性のある化学物

質の環境へ排出を抑制するため、その化学物質の取扱施設の適正な保守管理及び排出抑

制措置、より有害性の小さい化学物質への転換、化学物質の排出を伴う事故の未然防止、

事故により排出された有害な化学物質の排出拡大防止等をいう。 

 

２ 管理の方法 

  事業者は、化学物質の適正な管理を図るため、事業所ごとに次の事項について取

り組むものとし、本指針に基づき管理する化学物質は、取り扱う化学物質の性状、

取扱量等から、人の健康及び生活環境に影響を及ぼすものについて、事業者が自主

的に決定するものとする。 

（解説） 

事業者が、化学物質の適正な管理をするにあたり、事業所ごとに取り扱う化学物質の

種類、取扱量等が異なることから、事業所ごとに取り組むべきものである。 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（以下「化

管法」という。）は第一種指定化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに第

一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供に

関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進

し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的にしている。 

本指針も化管法における事業者の自主的な管理の改善を促進するという趣旨を踏まえ、

管理の対象とする化学物質は、化管法における第一種指定化学物質５１５物質をはじめ、

人の健康及び生活環境に影響を及ぼすものについて、取り扱う化学物質の性状、取扱量

等から判断し、事業者が自主的に定めることとしたものである。 

「生活環境」とは、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係に

ある動植物及びその生育環境を含むものをいう（条例第２条）。 

選定の参考として、化管法の第二種指定化学物質や化学物質の審査及び製造に関する

法律、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法などの他法令の対象化学物質等もあげられ

る。 
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（１）年間の取扱量、排出量及び移動量の把握 

   事業者は次の事項に配慮して、化学物質の取扱量、排出量及び移動量を把握す

る。 

  ア 年間取扱量 

    化学物質の年間取扱量は、次に掲げる年間製造量と年間使用量を合計した化

学物質の量とする。 

    なお、条例第６８条第１項に規定する特定化学物質の取扱量を算出する方法

は、年間取扱量の算出方法と同様とする。 

  （ア）年間製造量 

     化学反応、精製等で作り出された化学物質の量 

  （イ）年間使用量 

     原材料、資材等として用いた化学物質の量 

イ 年間排出量及び年間移動量 

    次の事項に配慮して、化学物質の年間排出量及び年間移動量を把握する。 

（ア）年間排出量 

ａ 大気中及び公共用水域へ排出した化学物質の量 

ｂ 当該事業場内の土壌へ排出した化学物質の量 

ｃ 当該事業所内に埋立処分した化学物質の量 

（イ）年間移動量 

     下水道により排出し、又は当該事業所外へ廃棄物として移動した化学物質

の量 

（解説） 

化学物質の環境中への排出を抑制し、漏えいを早期に発見するため、化学物質の収支

バランスの把握が有効であり、事業所における取扱量、排出量、移動量を把握することに

より、化学物質の収支バランス計算の基礎データ、化学物質適正管理の基礎資料等を得る

こととした。 

また、条例第６８条第１項に規定される特定化学物質の取扱量を把握する方法は、本

指針の年間取扱量の算出方法と同様であることをなお書きにより示した。 

取扱量、排出量及び移動量の算出については、化管法による算出方法に従っており、

管理対象とした化学物質について、取扱量、排出量及び移動量を年度（４月１日～３月

３１日分）ごとに集計し、把握する。 

 

年間取扱量＝年間製造量＋年間使用量 

年間製造量：化学反応、精製等で作り出された化学物質の量 

  年間使用量：原材料、資材等として用いた化学物質の量 

年間使用量＝年間購入量＋年度当初在庫量－年度末在庫量 

（貯蔵タンク等に搬入・搬出のみを行っている場合も含む。） 
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      年間排出量＝ａ＋ｂ＋ｃ 

ａ＝大気中及び公共用水域へ排出した化学物質の量 

ｂ＝当該事業場内の土壌へ排出した化学物質の量 

ｃ＝当該事業所内に埋立処分した化学物質の量 

年間移動量＝年間下水道への排出量＋年間廃棄物量 

 年間下水道への排出量：下水道に排出した化学物質の量 

 年間廃棄物量：事業所外へ廃棄物として移動した化学物質の量 

 

（２）情報の収集 

  事業者は、既存資料及び国、県等のデータベースを活用して化学物質に関する

次の事項について情報を収集する。 

ア 取り扱う化学物質の種類、爆発性、毒性等の性状、取扱上の注意事項、適用

法令等 

イ 排出抑制等に関する技術情報 

（解説） 

当該事業所で取り扱っている化学物質を調査して、その性質、注意事項等を明らかに

しておくことにより、当該化学物質に係る事故時はもとより、平常時においても適切な

対応が可能となる。また、化学物質は、様々な性質があり、複数の化学物質が混ざり合

うことで、思わぬ反応が起こることも考えられるので、絶えずデータを整理して、管理

の改善に資するようにしておく。 

化学物質の性状及び取扱上の注意事項、適用法令等の情報については、販売業者から

入手した安全データシート（ＳＤＳ）等により把握するが、この他、排出抑制のために

必要な技術情報、事故事例なども収集する。 

国、県等の化学物質に関するデータベースが整備されており、インターネットを利用

して各種情報を入手することが可能である。 

 

（３）管理方針及び管理計画 

事業者は、次の事項を定める。 

ア 管理方針 

化学物質の適正な管理を推進するための基本的な考え方を記載する。 

イ 管理計画 

管理方針に基づき具体的な目標、対策及び達成時期を記載する。 

（解説） 

化学物質の適正管理を図るための根本的な考えを管理方針として簡潔に、明確にする

ことにより、従業員全員の意識を共通にして、化学物質の適正管理について、一層の推

進を図るものである。また、管理計画として、具体的な削減目標、対策及び達成時期を

明らかにすることで、化学物質の削減に係る対策の効率化を図るものである。 
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（４）排出防止対策 

   事業者は、次に掲げる対策その他必要な措置を講ずるよう努める。 

ア 取扱施設の適正な保守管理 

（ア）施設の点検周期及び補修基準の設定 

（イ）（ア）の内容に応じ設備ごとに点検リストの作成 

（ウ）点検及び補修等についての記録簿の作成 

（エ）点検結果に基づく施設の修理及び改良 

イ 取扱施設からの排出抑制措置 

（ア）流出、飛散及び地下浸透防止措置 

（イ）敷地外への流出防止措置 

（ウ）廃棄物の排出抑制及び必要に応じた処理施設の設置 

（エ）取扱工程及び取扱施設の見直し並びに代替技術の導入 

（オ）回収及び再利用施設の設置 

ウ 代替化学物質への転換の検討 

（解説） 

事業者の化学物質の環境への排出防止対策として、取扱施設の保守点検や流出防止措

置を実施し、回収・再利用などにより使用合理化を進め、代替技術、代替物質への転換

計画を検討し、実施する。 

ア 取扱施設の適正な保守管理 

取扱施設の定期点検を実施し、施設の改良を実施することで、配管の腐食、機械の

運転不良等による化学物質の漏えい等を防止する。施設の耐用年数等から点検周期を

決定し、施設ごとに点検リスト表を作成する。この点検リスト表に従い、定期点検を

実施する。点検結果を記録簿に記入し、点検周期に応じた期間保存する。 

イ 取扱施設からの排出抑制措置 

 取扱施設及びその周辺を調査し、流出、飛散の可能性のある場所が発見された場合

は、速やかに防止措置を実施する。廃棄物の再利用、分別を行い、必要に応じ化学物

質の排出防止のための処理施設の設置や取扱工程の見直し等による化学物質の使用合

理化を実施する。 

 ウ 代替化学物質への転換の検討 

 環境リスクを低減するため、有害性の低い代替物質への転換の検討を行い、実施す

る。 
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（５）管理組織 

事業者は、次の事項により組織を整備し、教育及び訓練を行う。 

ア 管理責任者及び担当者の選任 

事業者は、次の役割を担当する者を選任し、各構成員の役割分担を定め、こ

れを表示する。 

（ア）管理責任者 

化学物質の適正な管理を統括する管理責任者を事業所ごとに１名選任する。 

（イ）担当者 

事業所の部門ごとに化学物質の適正な管理を担う担当者を選任する。 

イ 管理責任者及び担当者の役割 

（ア）管理責任者の役割 

ａ 化学物質の管理方針及び管理計画の作成 

ｂ 管理組織に係る職務分担の決定 

ｃ 化学物質取扱マニュアルの作成  

ｄ 取扱工程及び取扱施設の見直しによる化学物質の排出抑制の検討 

ｅ 代替化学物質への転換の検討 

ｆ 化学物質に関する従業員への教育 

ｇ 化学物質の管理に係る会議の開催 

ｈ その他化学物質の管理のための必要事項 

（イ）各担当者の役割 

管理責任者が定めた職務分担に従い化学物質の適正な管理に努める。 

ウ 教育及び訓練 

化学物質を取り扱う従業員に対し、化学物質の適正な管理に関する次の事項

についての教育及び訓練を行う。 

（ア）本指針２（２）によって得た情報 

（イ）化学物質の適正な管理に関する知識、技能及び安全管理 

（ウ）化学物質の適正な取扱いに関する訓練 

（解説） 

化学物質の適正管理を行うためには、化学物質を取り扱っている工程の見直し、原材

料の見直し、施設の管理改善等を行うことが必要であり、事業所全体の管理組織を整備

し、教育・訓練を行う。なお、既存の環境管理組織がある場合は、本指針の趣旨を生か

したうえで、その組織を活用することができる。 

ア 管理責任者及び担当者の選任 

 事業所ごとに、化学物質の適正な管理を統括する管理責任者１名及び環境安全部

門、購買部門、製造部門などの部門ごとに担当者を選任する。 

イ 管理責任者及び担当者の役割 

    管理責任者及び担当者の役割を示したものである。化学物質取扱マニュアル作成

は管理責任者の役割の一つであるが、化学物質取扱マニュアルは収集した情報を基

に適正管理が実現できるよう、化学物質の管理に係る措置の内容を具体的に定める

ものであり、化学物質取扱マニュアルの例としては次の内容等を含むものである。 
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  ① 購入（化学物質の登録、購入量、在庫量の管理方法） 

  ② 貯蔵（貯蔵量の限度、貯蔵場所及び方法） 

  ③ 表示（貯蔵場所に注意事項等の表示） 

  ④ 取扱（取扱方法及び設備、取扱上の注意事項、取扱量の管理方法） 

  ⑤ 廃棄（廃棄物の保管及び処理方法） 

    また、担当者は自分の属する部門の意見を取りまとめ、提言、提案、検討及び会

議の議決事項を部門内に伝達するなどの役割を務め、管理責任者が定めた職務分担

に従い適正な管理に努める。 

ウ 教育及び訓練 

化学物質を取り扱う従業員に対し、化学物質に関する教育を実施し、化学物質取

扱施設における運転操作等の実施訓練を行うことで、適正な運転、操作ミスの防止

を図り、化学物質の環境への排出を抑制し、事故の発生を防止する。 

 

３ 事故の予防及び事故発生時の措置 

（１）事故予防対策 

   事業者は、次の化学物質に係る事故予防対策を実施する。 

  ア 取扱化学物質の危険性の周知 

    本指針２（２）アによって得た情報から安全対策を従業員に周知する。 

  イ 取扱施設の保守管理 

    本指針２（４）アの事項について定期的な保守管理を行う。 

  ウ 取扱施設の整備及び改良 

     取扱施設における化学物質の特性、危険性及び取扱量に応じて、想定できる

事故による環境影響を軽減するために整備改良等の対策を検討し、必要な対応

策を講ずる。 

  エ 連絡体制の整備 

    迅速かつ正確な連絡を行うため、事業所内及び消防、市町村、県事務所、周

辺住民等への連絡系統図を作成する。 

  オ 避難体制の整備 

    事業所内の避難場所、防災用資機材等の整備を行い、必要に応じ事業所周辺

の避難体制を整備する。 

  カ 応急措置体制の整備 

    事業所内で発生する様々な事故を想定した応急措置及び拡大防止措置につい

て整備する。 

  キ 事故対応マニュアルの作成 

     アからカまでに掲げる内容を組み入れた事故対応マニュアルを作成し、事故

に即応できるように備える。 

  ク 訓練の実施 

    事故発生時の対応を円滑にするため、事故対応マニュアルにより訓練を定期

的かつ計画的に実施する。 
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（解説） 

事故による環境影響を軽減するために、事故予防が重要であり、また、事故発生時の

適切な措置により被害を最小限にとどめることが可能である。 

次の事項を含めた事故対応マニュアルを作成し、事故に即応できるように備える。事

故発生時の対応を円滑にするため、事故対応マニュアルにより訓練を定期的かつ計画的に

実施する。ア～ウについては日頃の適正管理に関する部分であり、適正管理指針２（４）

排出防止対策の一部でもある。 

  ア 取扱化学物質の危険性及び周知 

調査により得た化学物質情報から、取り扱っている化学物質の安全対策について、

管理組織等を通じ従業員に周知する。 

  イ 取扱施設の保守管理の方法 

 適切な保守点検は、化学物質の排出防止及び事故対策に役立つ観点から、取扱施

設の定期的な保守管理を行う。 

  ウ 取扱施設の整備及び改良 

 取扱施設における化学物質の特性、危険性及び取扱量に応じて、想定できる事故

による環境影響を軽減するために整備改良等の対策を検討し、必要な対応策を講じ

る。貯蔵タンクの溶接部分、板厚、配管のジョイント部分の点検等による整備改良

などの日頃の適正管理が基本となるものである。 

  エ 連絡体制の整備のため、連絡系統図を作成する。周辺住民への連絡には関係地区

の自治会組織などを活用する。 

  オ 想定する事故に備え、事業所内に避難場所を確保し、避難、防護などに必要な防

災用資機材等（例えば、オイルフェンス、オイルマット、泡消火剤、ガス検知器、

呼吸保護用具、放水銃、被災者運搬用の担架など）を整備する。必要な場合は事業

所外への避難経路等の事業所周辺の避難体制も整備する。 

  カ 化学物質取扱施設ごとに想定した事故に即応できるよう検討し、有効な応急措置

及び拡大防止措置を整備する。応急措置の例としてはバルブ遮断、施設の運転停止、

土のうの積み上げ、排水溝の閉鎖等が考えられる。 
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（２）事故発生時の措置 

   事業者は、化学物質に係る事故発生時に、次の応急措置を状況に応じ適切に行う。 

  ア 被災状況の確認及び人命の救助 

    事故現場を所管する責任者は、事故現場及びその周辺の被災状況を確認し、

被災者がある場合は、人命救助を優先して、速やかな措置を行う。 

  イ 事故発生時の応急措置及び通報 

 本指針３（1）キで作成した事故対応マニュアルに従い応急措置及び通報を迅

速かつ的確に行う。 

  ウ 周辺住民への連絡 

 人の健康又は生活環境への被害を生じ、又は生ずるおそれのある場合は、直

ちに周辺住民へ連絡する。 

  エ 流出防止等の措置 

 化学物質が環境中に流出し、影響を及ぼすおそれのあるときは、次の対応措

置をとる。 

（ア）環境への拡大防止、化学物質の除去等の軽減措置 

（イ）環境調査 

（ウ）周辺住民及び関係機関への情報提供 

（解説） 

事故発生時は、作成した事故対応マニュアルに従い応急措置及び関係機関等への通報

を迅速かつ的確に行い、事故による被害を最小限にとどめる。 

  ア 被災状況の確認及び人命の救助 

    事故現場を所管する責任者は、事故現場及びその周辺の被災状況を確認し、被災

者がある場合は、人命救助を優先して、速やかな措置を行う。従業員数の確認等の

作業は、事故現場を所管する責任者の役割である。 

  イ 事故発生時の応急措置及び通報 

 事故対応マニュアルに従い遅れることなく応急措置を実施し、事業所内及び関係

機関等への通報を迅速かつ的確に行う。 

  ウ 周辺住民への連絡 

 人の健康又は生活環境への被害を生じ、又は生ずるおそれのある場合は、直ちに

周辺住民へ連絡する。周辺住民への連絡には関係地区の自治会組織などを活用する。 

  エ 流出防止等の措置 

 化学物質が環境中に流出し、影響を及ぼすおそれのあるときは、次の対応措置を

とる。 

   （ア）環境への拡大防止、化学物質の除去等の軽減措置 

 事故対応マニュアルに従い、実施可能な限り、拡大防止の措置をとり、流出物

等による被害を最小限とするよう回収・除去作業を迅速に実施する。 

  （イ）環境調査 

     化学物質の環境中への流出が確認された場合で、環境への影響のおそれがある

と判断されたときは、状況に応じ周辺地域における大気、水域（地下水を含む。）、

土壌等への化学物質の拡散状況の調査を速やかに実施する。なお、簡易測定器な
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ども採用して迅速に調査を実施する必要があり、取り扱う化学物質に対応できる

測定機器の整備、測定方法の訓練が重要となる。 

  （ウ）周辺住民及び関係機関への情報提供 

事故の詳しい状況等を周辺住民及び関係機関へ情報提供する。 

 

４ 化学物質の管理及び排出状況に関する県民への情報提供 

 事業者は、化学物質の管理の方法、排出の状況等について、県民の理解を得るた

めに次の事項を必要に応じて行う。 

（１）組織の整備 

県民に対し化学物質の管理活動に関して、必要な情報を提供する組織を整備す

る。 

（２）情報の提供 

化学物質の排出状況、事業活動内容、事業所内における化学物質の管理状況等

に関し、ホームページへの掲載、説明会の実施等により情報を提供する。 

（解説） 

事業者は、地域住民との情報の共有、意見交換、相互理解を促進（リスクコミュニケ

ーション）するため、自ら、化学物質の管理方法、排出状況等についての情報を県民に

提供することとし、このための体制の整備、県民への情報の提供方法について、具体的

に例示したものである。 

 

５ ＩＳＯ１４００１による環境管理システムとの関係 

 事業者が、既に本指針２から４までに定める措置をＩＳＯ１４００１による環境

管理システムなどにおいて実施している場合にあっては、その措置を本指針に基づ

く措置とすることができる。 

（解説） 

ＩＳＯ１４００１による環境管理システムは、事業所の環境に関する管理を自主的に

行うものである。ＩＳＯ１４００１規格の要求事項に基づき環境方針及び計画を作成し、

実施及び運用、点検及び是正措置、見直しをして、継続的な改善を行うものである。こ

れは本指針の目的にある化学物質の自主管理に関する考え方と同様であることから、本

指針の２管理の方法、３化学物質による事故の予防及び事故発生時の措置、４化学物質

の管理及び排出状況に関する県民への情報提供について、ＩＳＯ１４００１により実施

している場合は、本指針の措置とすることができることとしたものである。 
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 ６ 特定化学物質等管理書の作成 

特定事業者（条例第６８条第１項に規定する特定化学物質等取扱事業所のうち、当

該事業所において常時使用する従業員の数が２１人以上である事業所を有する事業

者をいう。）が作成する特定化学物質等管理書は、本指針に定められた事項を参考に

次の（１）から（５）について作成するものとし、対象とする化学物質は、本指針２

に従い取り扱う化学物質の性状、取扱量等から、人の健康及び生活環境に影響を及ぼ

すものについて、定めるものとする。 

（１）管理方針及び管理計画 

（２）化学物質の名称 

（３）取扱施設における管理方法 

（４）管理組織 

（５）事故の予防及び事故発生時の措置 

（解説） 

条例６９条の規定による管理書の作成内容を規定したものであり、特定化学物質等管

理書には次の事項を記載する。 

なお、特定事業者は作成した管理書をもとに自主的に化学物質の適正管理を推進する

とともに、積極的に管理書を公開し、周辺住民への説明や対話（リスクコミュニケーシ

ョン）に活用することが望まれる。 

（１）管理方針及び管理計画 

   管理指針２（３）管理方針及び管理計画の内容を記載する。 

（２）化学物質の名称 

   管理の対象とする化学物質の名称。対象とする化学物質は取り扱う化学物質の性状、

取扱量等から、人の健康及び生活環境に影響を及ぼすものについて、自主的に選択す

る。 

（３）取扱施設における管理方法 

 管理指針２（４）排出防止対策の次の事項について記載する。 

ア 取扱施設の適正な保守管理 

イ 取扱施設からの排出抑制措置 

ウ 代替化学物質への転換の検討 

（４）管理組織 

   管理指針２（５）管理組織の内容を記載する。 

（５）事故の予防及び事故発生時の措置 

   管理指針３事故の予防及び事故発生時の措置の内容を記載する。 


